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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作部と表示部のうちの少なくとも１つが備えられた本体と、
　前記本体が置かれるデスクが備えられたカートと、
　前記本体の前方部を前記デスクに着脱させるために、前記デスクに配置された前方着脱
部材と、
　前記本体の後方部を前記デスクに着脱させると共に、前記本体の前記後方部を弾性的に
支持するために、前記デスクに配置された少なくとも１つの後方着脱部材と、を備え、
　前記少なくとも１つの後方着脱部材は、前記デスクのうちで前記本体の非載置部位に配
置された少なくとも１つの第１後方固定部と、
　前記少なくとも１つの第１後方固定部の上部に昇降および回動可能に配置され、前記本
体の上面に係止する係止突起を備えた第２後方固定部と、
　前記第１後方固定部と前記第２後方固定部との間に配置され、前記第２後方固定部を弾
性的に支持する第３後方固定部と、を備え、
　前記第１後方固定部は、円形で上向きに突出した第１ボスを備え、
　前記第２後方固定部は、前記第１ボスに回動および昇降可能に差し込まれるように、円
形で下向きに突出した第２ボスを備えることを特徴とする医療装置。
【請求項２】
　前記第１後方固定部は、前記デスクの上側と下側を貫通する貫通孔を備え、
　前記第３後方固定部は、前記貫通孔に貫通するように配置されて前記第２後方固定部に
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上部が連結されたロードと、前記ロードの下部および前記第１後方固定部の下部の間に配
置された弾性部材とを備えることを特徴とする請求項１に記載の医療装置。
【請求項３】
　前記前方着脱部材は、
　前記本体の前面と両側面を支持するために、前記デスクの前方部から上側に突出した少
なくとも１つの第１前方固定部と、
　前記本体の上面に一側を密着させるために、前記デスクに移動可能に配置された第２前
方固定部と、
　を備えることを特徴とする請求項１または２に記載の医療装置。
【請求項４】
　前記第２前方固定部の前記一側は、前記本体の前記上面と前記前面に同時に密着するた
めに、前記本体の前記上面と前記前面を囲む形状で形成されたことを特徴とする請求項３
に記載の医療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は医療装置に関し、より詳細には、医療装置の本体をカートに簡便に装着または
分離することができる医療装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、医療装置は、病院や医院などで患者を診療したり治療したりするときに用い
られる装備である。このような医療装置は医師を援助するものであるため、医師は医療活
動をより簡便かつ正確に行うことができる。最近の医療装置は、技術の進歩に伴って性能
向上、使用便宜性、および小型化などが進められている傾向にある。特に、医療装置が小
型化されれば、設置空間の減少によって病院の空間活用度が増大し、取り扱いおよび移動
の便利性によって医療装置の使用の便宜が向上する。
【０００３】
　しかしながら、従来の医療装置は、実質的に医療行為を行う本体のサイズは小さくても
、周辺器具によって小型化および使用の便宜性に限界があるという問題点がある。周辺器
具としては、本体の支持、移動、高さ調節などに用いられる構造物や本体の付属品と消耗
品を保管する保管箱などが代表的である。したがって、医療装置の小型化の限界によって
相当数の医療装置は別の診療室、検査室、手術室などのみで用いられ、医療装置の医療結
果は別の書類や写真などに出力されて医師や患者に別に提供されている。さらに、医療装
置は、患者がいる場所に運ぶことが困難であるため、訪問診療時に高い水準の医療サービ
スが受けられないという短所がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上述した問題点を解決するために案出されたものであって、実質的に医療行
為を行う本体をカートに簡便に装着または脱着することができる医療装置を提供すること
を目的とする。
【０００５】
　また、本発明は、医療装置から分離した本体を多様な場所に運んでいって患者の訪問診
療を行うことができるだけでなく、本体に格納された資料を円滑に活用することができる
医療装置を提供することを他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した目的を達成するために、本発明の一実施形態は、操作部と表示部のうちの少な
くとも１つが備えられた本体と、前記本体が置かれるデスクが備えられたカートと、前記
本体の前方部を前記デスクに着脱させるために前記デスクに配置された前方着脱部材と、
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前記本体の後方部を前記デスクに着脱させると共に、前記本体の後方部を弾性的に支持す
るために前記デスクに配置された少なくとも１つの後方着脱部材とを備える医療装置を提
供する。
【０００７】
　前記前方着脱部材は、前記本体の前面と両側面を支持するために前記デスクの前方部か
ら上側に突出した少なくとも１つの第１前方固定部と、前記本体の上面に一側を密着させ
るために前記デスクに移動可能に配置された第２前方固定部とを備えることができる。前
記第２前方固定部の一側は、前記本体の上面と前面に同時に密着するために、前記本体の
上面と前面を囲む形状で形成することができる。
【０００８】
　前記後方着脱部材は、前記デスクのうちで本体の非載置部位に配置された第１後方固定
部と、前記少なくとも１つの第１後方固定部の上部に昇降および回動可能に配置され、前
記本体の上面に係止する係止突起を備えた第２後方固定部と、前記第１後方固定部と前記
第２後方固定部との間に配置され、前記第２後方固定部を弾性的に支持する第３後方固定
部とを備えることができる。
【０００９】
　前記第１後方固定部は、前記デスクの上側と下側を貫通する貫通孔を備えることができ
る。また、前記第３後方固定部は、前記貫通孔に貫通するように配置され、前記第２後方
固定部に上部が連結されたロードと、前記ロードの下部および前記第１後方固定部の下部
の間に配置された弾性部材とを備えることができる。第１後方固定部は、円形で上向きに
突出した第１ボスを備えることができ、前記第２後方固定部は、前記第１ボスに回動およ
び昇降可能に差し込まれるように円形で下向きに突出した第２ボスを備えることができる
。
【００１０】
　本発明の他の実施形態によれば、前記後方着脱部材は、前記デスクのうちで本体の載置
部位に配置され、前記本体の載置時に本体の下部に形成された係止溝に挿入締結される第
１後方固定部と、前記第１後方固定部に一側が連結され、前記デスクの外側に他側が配置
された第２後方固定部と、前記第１後方固定部および前記第２後方固定部のうちのいずれ
か１つとデスクとの間に配置され、前記第１後方固定部を弾性的に支持する第３後方固定
部とを備えることができる。
【００１１】
　前記デスクは、前記本体の係止溝と対応する部位に貫通孔を形成することができる。前
記第１後方固定部は、前記貫通孔に上下方向に貫通するように配置することができる。前
記貫通孔は、前記第１後方固定部の移動方向に長く形成することができる。前記第１後方
固定部は、前記係止孔に挿入した後に係止するために、上部に形成された係止突起を含む
ことができる。さらに、前記第３後方固定部は、前記第１後方固定部の下部および前記デ
スクの下部との間に配置された弾性部材を含むことができる。一方、前記第１後方固定部
は、前記デスクに複数を配置することができ、前記第２後方固定部は、前記デスクの下側
に配置されて前記第１後方固定部の下部に一側をそれぞれ連結することができる。
【００１２】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、操作部と表示部のうちの少なくとも１つが備え
られて後方部に嵌め込み溝が形成された本体と、前記本体が置かれるデスクが備えられた
カートと、前記本体の前方部を前記デスクに着脱させるために前記デスクに配置された前
方着脱部材と、前記本体の後方部を前記デスクに着脱させるために前記デスクの後方部に
スライド可能に配置され、前記嵌め込み溝に挿入または離脱する後方着脱部材とを備える
医療装置を提供する。前記後方着脱部材は、前記嵌め込み溝に挿入する嵌め込み部と、前
記嵌め込み部の下部に配置され、前記デスクの後方部に前後方向にスライド可能に配置さ
れた移動部とを備えることができる。
【発明の効果】
【００１３】
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　本発明に係る医療装置は、前方着脱部材および後方着脱部材によって本体をカートのデ
スクに簡便に装着または脱着することができるため、医療装置の活用性および使用の便宜
性が向上され、本体の維持補修を簡便に実施することもできる。
【００１４】
　また、後方着脱部材は、医療装置の本体を弾性的に支持する構造であるため、本体に伝
達された衝撃を後方着脱部材が緩衝し、本体の破損を防ぐことができる。
【００１５】
　また、医療装置から分離した本体を所望する場所に運んで本体に格納された資料を活用
することができるため、医療装置の本体に格納された資料の活用性を向上させることがで
きる。
【００１６】
　さらに、医療装置から分離した本体を病院以外の多様な場所に運んで患者の診療に用い
ることができるため、訪問診療をより円滑に行うことができ、医療装置の活用性を向上さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る医療装置を示す斜視図である。
【図２】図１に示す本体とデスクを示す側面図である。
【図３】図１に示すデスクを示す斜視図である。
【図４】図１に示す後方着脱部材を示す断面図である。
【図５】図１に示す後方着脱部材の作動状態を示す斜視図である。
【図６】本発明の他の実施形態に係る医療装置のデスクを示す斜視図である。
【図７】図５に示す後方着脱部材の作動状態を示す断面図である。
【図８】本発明のさらに他の実施形態に係る医療装置を示す斜視図である。
【図９】図８に示す本体とデスクの主要部を示す斜視図である。
【図１０】図８に示す後方着脱部材の作動状態を示す側面図である。
【図１１】図１０に示すＡ－Ａ線による断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。図１は、本発
明の一実施形態に係る医療装置を示す斜視図である。図２は、図１に示す本体とデスクを
示す側面図である。図３は、図１に示すデスクを示す斜視図である。図４は、図１に示す
後方着脱部材を示す断面図である。図５は、図１に示す後方着脱部材の作動状態を示す斜
視図である。
【００１９】
　図１～３を参照すれば、本発明の医療装置１は、実質的に医療行為が行われる本体１０
と、本体１０が置かれるデスク２２を備えたカート２０と、本体１０の前方部をデスク２
２に着脱させるためにデスク２２に配置された前方着脱部材３０と、本体１０の後方部を
デスク２２に着脱させるためにデスク２２に配置された後方着脱部材４０とを備えること
ができる。本体１０は、操作部１２と表示部１４のうちの少なくとも１つを備えることが
できる。操作部１２は、本体１０の各種設定や作動などを調節する信号が入力される部分
である。表示部１４は、操作部１２に入力された内容、本体１０の作動状態、および本体
１０の診断結果などが表示される部分である。以下では、本体１０が操作部１２と表示部
１４をすべて備えるものとして説明する。
【００２０】
　図１～３を参照すれば、前方着脱部材３０は、本体１０の前面と両側面を支持するため
にデスク２２の前方部から上側に突出した少なくとも１つの第１前方固定部３２と、本体
１０の上面に一側を密着させ、デスク２２に本体１０の前方部を固定させるためにデスク
２２に移動可能に配置された第２前方固定部３４とを備えることができる。
【００２１】
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　第１前方固定部３２は、デスク２２の左側と右側にそれぞれ突出したリブを備える。す
なわち、第１前方固定部３２は、本体１０の前面と左側面に密着する左側リブ３２ａと、
本体１０の前面と右側面に密着する右側リブ３２ｂとを備えることができる。第２前方固
定部３４は、デスク２２の前方部に形成された案内ガイド２４に締結され、案内ガイド２
４に沿って前後方向に位置が移動する位置調節部３６と、位置調節部３６から後方に突出
して本体１０の上面に密着する係止部３８とを備えることができる。位置調節部３６は、
案内ガイド２４の上面に前後方向に移動可能に配置される。また、位置調節部３６は、案
内ガイド２４に締結部材で固定することができる。案内ガイド２４は、締結部材を締結す
るために前後方向に長く形成されたスロットを備えることができる。締結部材は、案内ガ
イド２４のスロットおよび位置調節部３６に締結されるボルトを備える。係止部３８は、
位置調節部３６の後方から本体１０の前方部に向かって突出する。係止部３８の端部は、
本体１０の前面と上面に同時に密着するために、本体１０の上面と前面を囲む「Ｌ字」状
に形成することができる。
【００２２】
　図３～５を参照すれば、後方着脱部材４０は、デスク２２のうちで本体１０の非載置部
位に配置された第１後方固定部４２と、少なくとも１つの第１後方固定部４２の上部に昇
降および回動可能に配置され、本体１０の上面に係止する係止突起４４ｂを備えた第２後
方固定部４４と、第１後方固定部４２と第２後方固定部４４との間に配置され、第２後方
固定部４４を弾性的に支持する第３後方固定部４６とを備えることができる。上述のよう
な後方着脱部材４０は、本体１０の後方部の左側と右側を固定するために、デスク２２の
後方部の左側と右側にそれぞれ配置することができる。しかしながら、後方着脱部材４０
は、デスク２２の後方部の左側と右側に複数をそれぞれ配置することもできるし、本体１
０の側方または後側に少なくとも１つを配置することもできる。
【００２３】
　第１後方固定部４２は、デスク２２から円形で上向きに突出した第１ボス４２ａを備え
ることができる。第１ボス４２ａは、デスク２２の上側と下側を貫通する貫通孔４２ｂが
形成されるように、内部が上下方向に中孔に形成される。
【００２４】
　第２後方固定部４４は、第１ボス４２ａに回動および移動可能に差し込まれるために、
下部に円形で下向きに突出した第２ボス４４ａを備えることができる。第１ボス４２ａと
第２ボス４４ａは、互いにスライド移動可能に結合する。すなわち、第２ボス４４ａは、
第１ボス４２ａの内側に差し込まれたり第１ボス４２ａの外側に差し込まれたりする。以
下では、第２ボス４４ａが第１ボス４２ａの外側に差し込まれるものとして説明する。一
方、係止突起４４ｂは、デスク２２に置かれた本体１０の上面に係止するために、第２後
方固定部４４の上部に水平に突出することができる。
【００２５】
　第３後方固定部４６は、第１ボス４２ａの貫通孔４２ｂ内に貫通するように配置され、
第２後方固定部４４に上部が連結したロード４７と、ロード４７の下部および第１後方固
定部４２の下部の間に配置された弾性部材４８とを備えることができる。ロード４７は、
貫通孔４２ｂよりも小さい直径で形成される。ロード４７の下部は、デスク２２の下側に
配置することができる。ロード４７の下部には、弾性部材４８の下部を係止する係止突起
４７ａを形成することができる。弾性部材４８は、ロード４７の係止突起４７ａと、第１
後方固定部４２の下面に両端が配置されたスプリングとを備える。一方、第３後方固定部
４６は、第１ボス４２ａの貫通孔４２ｂ内に貫通するように配置されて第２後方固定部４
４に上部が連結した弾性体と、弾性体の下部に配置されて第１後方固定部４２の下部に係
止する係止突起とを備えることもできる。しかしながら、弾性体と係止突起とでなされた
第３後方固定部についての詳細な説明は省略する。
【００２６】
　上述のように構成された本発明の医療装置１に対する本体１０の着脱過程を詳察すれば
、次のとおりとなる。
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【００２７】
　本体１０の装着過程は、第１前方固定部３２および第１後方固定部４２の間に位置する
ようにカート２０のデスク２２に本体１０を乗せ、第２前方固定部３４を用いてデスク２
２に本体１０の前方部を固定し、第２後方固定部４４を用いてデスク２２に本体１０の後
方部を固定する。したがって、本体１０をカート２０と共に用いることができ、病院や医
院などでより一層便利に用いることができる。以下では、本体１０がデスク２２に装着さ
れる過程についてより詳細に説明する。
【００２８】
　まず、本体１０が第１前方固定部３２と第１後方固定部４２との間に配置される。これ
により、第１前方固定部３２が本体１０の前面および両側面を支持し、第１後方固定部が
本体１０の両側面を支持する。すなわち、第１前方固定部３２の左側リブ３２ａは、本体
１０の前面および前方部の左側面を支持して本体１０が左側と前方に移動することを制限
し、第１前方固定部３２の右側リブ３２ｂは、本体１０の前面および前方部の右側面を支
持して本体１０が右側と前方に移動することを制限する。また、第１後方固定部４２は、
本体１０の後方部の左側面および後方部の右側面を支持し、本体１０の後方部が左側と右
側に移動することを制限する。
【００２９】
　その後、デスク２２の案内ガイド２４に沿って第２前方固定部３４の位置調節部３６を
後方に移動させ、本体１０の前方部に第２前方固定部３４の係止部３８を密着させる。係
止部３８が本体１０の前方部に密着すれば、位置調節部３６を案内ガイド２４に締結固定
させる。係止部３８が本体１０の上面に密着するため、本体１０の前方部が第１前方固定
部３２から上側に離脱するという現象を防ぐことができる。
【００３０】
　図５を参照すれば、上述のように第２前方固定部３４の設置が完了すれば、第１後方固
定部４２に沿って第２後方固定部４４を上側に引き上げる。第２後方固定部４４の係止突
起４４ｂが本体１０の上面よりも上側に位置すれば、第１後方固定部４２を中心として第
２後方固定部４４を一定の角度回動させ、本体１０の上面に係止突起４４ｂを配置させる
。また、第２後方固定部４４に作用する力を除去すれば、係止突起４４ｂは第３後方固定
部４６の弾性力によって本体１０の上面に密着する。したがって、後方着脱部材４０は、
デスク２２の上側に本体１０が離脱することを防ぐだけでなく、デスク２２に載置した本
体１０の後方部を上側に弾性的に支持する。後方着脱部材４０が本体１０を上側に向かっ
て弾性的に支持すれば、本体１０に伝達する衝撃または振動を後方着脱部材４０が吸収し
、本体１０の破損を低減することができる。
【００３１】
　一方、本体１０の脱着過程は、上述で説明した装着過程の逆順で実施する。すなわち、
第２後方固定部４４を回動させて本体１０の上面から係止突起４４ｂを離脱させる。本体
１０の上面から係止突起４４ｂが外れれば、第２後方固定部４４は第３後方固定部４６の
弾性力によって第１後方固定部４２に沿って下側に移動する。さらに、位置調節部３６を
前方に移動させて本体１０の前方部から係止部３８を離隔させる。上述のように第２後方
固定部４４と第２前方固定部３４が解除されれば、第１前方固定部３２および第１後方固
定部４２の間に配置された本体１０を上側に持ち上げてデスク２２から本体１０を脱着す
る。したがって、本体１０は、多様な場所に運べるだけでなく、本体１０に格納された資
料を直接用いることもできる。
【００３２】
　図６は、本発明の他の実施形態に係る医療装置のデスクを示す斜視図である。図７は、
図５に示す後方着脱部材の作動状態を示す断面図である。
【００３３】
　図６および図７において、図１～５に示す参照符号と同じ参照符号は同じ部材を示す。
以下では、図１～５に示す医療装置１と相違する点を中心に詳述する。図６および図７に
示す医療装置１００が図１～５に示す医療装置１と相違する点は、本体１１０の下部に係
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止溝１１２が形成され、本体１１０がデスク１２２に載置すれば、係止溝１１２に後方着
脱部材１４０が着脱可能に締結されるという点である。すなわち、後方着脱部材１４０は
、デスク１２２のうちで本体１１０が載置する部位に配置され、本体１１０の載置時に係
止溝１１２に挿入締結される第１後方固定部１４２と、第１後方固定部１４２に一側が連
結されてデスク１２２の外側に他側が配置された第２後方固定部１４４と、第１後方固定
部１４２および第２後方固定部１４４のうちのいずれか１つとデスク１２２との間に配置
され、第１後方固定部１４２を弾性的に支持する第３後方固定部１４６とを備えることが
できる。
【００３４】
　係止溝１１２は、本体１１０の下部に複数を提供することができる。デスク１２２は、
係止溝１１２と対応する部位に貫通孔１２２ａがそれぞれ形成される。貫通孔１２２ａは
、本体１１０の載置時に第１後方固定部１４２が移動しながら係止溝１１２に挿入される
ように、第１後方固定部１４２の移動方向に長く形成することができる。以下では、本体
１１０の下部の左側および右側に係止溝１１２が配置されたものとして説明し、デスク１
２２に本体が載置されるときに第１後方固定部１４２は前後方向に移動するものとして説
明する。
【００３５】
　第１後方固定部１４２は、貫通孔１２２ａに上下方向に貫通するように配置される。第
１後方固定部１４２は、係止溝１１２に挿入された後に係止して固定されるために、上部
に突出した係止突起１４２ａを備える。デスク１２２は、第１後方固定部１４２を移動可
能に受容するために、貫通孔１２２ａの下側にそれぞれ形成された案内受容部１２４を備
えることができる。
【００３６】
　第２後方固定部１４４は、デスク１２２の下側に移動可能に配置される。第２後方固定
部１４４は、第１後方固定部１４２に一側がそれぞれ連結され、デスク１２２の外側に他
側が配置される。したがって、第２後方固定部１４４は、本体１１０の載置時に第１後方
固定部１４２と共に前後方向に移動する。デスク１２２は、第２後方固定部１４４を移動
可能に支持するために、下部に案内支持部１２６を備えることができる。
【００３７】
　第３後方固定部１４６は、第１後方固定部１４２の下部およびデスク１２２の下部の間
に配置された弾性部材１４６を備える。すなわち、弾性部材１４６の一端は第１後方固定
部１４２の下部前面に連結され、弾性部材１４６の他端は案内受容部１２４の内側前面に
連結される。
【００３８】
　上述のように構成された医療装置１００は、本体１１０をデスク１２２の上面に乗せる
という簡単な作業のみで、本体１１０の後方部をデスク１２２に固定することができる。
すなわち、本体１１０の載置時に第１後方固定部１４２が後方に移動しながら係止溝１１
２に挿入され、係止溝１１２の内部に第１後方固定部１４２が挿入されれば、第１後方固
定部１４２が前方に移動して係止溝１１２に係止突起１４２ａが締結される。したがって
、第１後方固定部１４２と係止溝１１２との締結によって本体１１０の後方部が上下、左
右、前後方向に動きが制限され、第３後方固定部１４６の弾性力によって本体１１０がデ
スク１２２の上面に後方に向かって弾性的に支持される。また、第２後方固定部１４４を
後方に引くという簡単な操作のみで、係止溝１１２と第１後方固定部１４２との締結状態
が解除され、デスク１２２から本体１１０を簡便に脱着することができる。医療装置１０
０を図１～５に示す医療装置１と比較すれば、本体１１０の後方部を着脱させる作業方法
が極めて簡単である上にその構成が外部に露出しないため、美観を向上させることもでき
る。
【００３９】
　図８は、本発明のさらに他の実施形態に係る医療装置を示す斜視図である。図９は、図
８に示す本体とデスクの主要部を示す斜視図である。図１０は、図８に示す後方着脱部材
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の作動状態を示す側面図である。
【００４０】
　図８～１０において、図１～５に示す参照符号と同じ参照符号は同じ部材を示す。以下
では、図１～５に示す医療装置１と相違する点を中心に詳述する。図８～１０に示す医療
装置２００が図１～５に示す医療装置１と相違する点は、操作部１２と表示部１４のうち
の少なくとも１つが備えられて後方部に嵌め込み溝２１２が形成された本体２１０と、本
体２１０の後方部をデスク２２２に着脱させるために、デスク２２２にスライド可能に配
置されて嵌め込み溝２１２に選択的に挿入される後方着脱部材２４０とを含むという点で
ある。
【００４１】
　嵌め込み溝２１２は、本体２１０の後面に形成することができる。嵌め込み溝２１２の
下部には、後方に開口したスロット溝２１２ａを前後方向に長く形成することができる。
【００４２】
　後方着脱部材２４０は、嵌め込み溝２１２に挿入される嵌め込み部２４２と、嵌め込み
部２４２の下部に配置され、デスク２２２の後方部に前後方向にスライド可能に配置され
た移動部２４４とを備えることができる。嵌め込み部２４２は、嵌め込み溝２１２と同じ
形状で前後方向に長く形成され、嵌め込み溝２１２と対向するデスク２２２の後方部に配
置される。移動部２４４は、デスク２２２の後方部に形成されたスロット孔２２２ａに沿
って前後方向にスライド移動するために、スロット孔２２２ａに中間部位が貫通するよう
に配置される。移動部２４４は、上部と下部にスロット孔２２２ａよりも広い幅で形成さ
れた上部レール２４４ａと下部レール２４４ｂを備えることができる。したがって、移動
部２４４は、嵌め込み部２４２の下部に「Ｉ字」状の断面で形成される。上部レール２４
４ａは、嵌め込み溝２１２と嵌め込み部２４２の結合時にスロット溝２１２ａに挿入可能
なように、スロット溝２１２ａの幅よりも小さい幅で形成される。すなわち、スロット孔
２２２ａは、スロット溝２１２ａよりも小さい幅であり、デスク２２２の後方部にスロッ
ト溝２１２ａと対応するように形成される。
【００４３】
　上述のように構成された医療装置２００は、本体２１０をデスク２２２の上面に乗せた
後に後方着脱部材２４０を前方にスライド移動させるという簡単な作業のみで、本体２１
０の後方部がデスク２２２に固定されるという利点がある。すなわち、本体２１０の嵌め
込み溝２１２に後方着脱部材２４０の嵌め込み部２４２が挿入されれば、嵌め込み部２４
２と嵌め込み溝２１２との結合によって本体２１０の上下移動、左右移動、および後方移
動をすべて制限することができる。また、図１０を参照すれば、後方着脱部材２４０を後
方に移動させるという簡単な動作のみで、本体２１０の後方部をデスク２２２から脱着さ
せることができる。医療装置２００を図１～５に示す医療装置１と比較すれば、本体２１
０の後方部を固定する構造が極めて簡単に実現され、本体２１０の後方部をデスク２２２
に固定する作業も極めて簡便に実施される。一方、本実施形態では取り扱っていないが、
移動部２４４とデスク２２２との間に弾性部材が連結されれば、本体２１０を後方に向か
って弾性的に支持することもできる。
【００４４】
　上述したように、例示した図面を参照しながら本発明に係る医療装置を説明したが、本
発明は上述した実施形態や図面によって限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載
された本発明の思想および領域から逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正および変更
させることができることを理解することができるであろう。
【符号の説明】
【００４５】
　　１、１００、２００：医療装置
　　１０、１１０、２１０：本体
　　２０：カート
　　３０：前方着脱部材
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　　４０、１４０、２４０：後方着脱部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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